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１ 

 

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 定 例 会 会 議 録 

 

 

１ 日  時  平成 28 年 2 月 26 日（金) 午後 1 時 28 分～午後 3 時 44 分 

 

２ 場  所  市役所３階 第２委員会室 

 

３ 出 席 者  教育委員 中 﨑 一 之 

        教育委員 吉 田 茂 樹 

教育委員 平 松   恵 

        教育委員 林 田 登志子 

        教育長  清 水 肇一郎 

 

４ 欠席委員  なし 

 

５ 会議に出席した者の氏名 

総務課長兼給食センター所長  中 村 伸 雄 学 校 教 育 課 長 川 端  一 

生涯学習課長兼図書館長  大 窄 昭 三 学校教育課長補佐 都々木信幸 

施 設 係 長 田 脇 栄 二 学校教育班係長 山 口 幸 一 

学 務 係 長 江 頭 康 一 生涯学習推進班係長 尾 﨑 克 厚 

生涯学習推進班係長 石 田 厚 広 福 江 幼 稚 園 長 堤  智代子 

富 江 幼 稚 園 長 伊 賀 紀 子 文化会館長兼資料館長 谷 川 安 昭 

富 江 分 室 長 小 田 昌 広 玉 之 浦 分 室 長 北 川 和 信 

三井楽分室係長 明 石  了 岐 宿 分 室 長 中 野 邦 彦 

奈 留 分 室 長 八 代 英 文   

    

                      （合計／書記含め 17 名） 

 

６ 欠 席 者     で消去 

 

７ 傍 聴 者  なし 

 

８ 書 記  総 務 係 長  池 本 佳 孝  



２ 

 

９ 議題及び議事の大要 

 

○ 教育長（清水 肇一郎）が開会を宣告（午後 1 時 28 分）する。 

 

教育長が前回会議録の承認について議題に供し、中村総務課長が１月定

例会の会議録を説明の後、教育長が各委員へ審議を諮ったが、質疑、意見

もなく承認された。 

 

○ 清水教育長から次のことについて報告がなされた。 

１ Ｂ＆Ｇ全国サミットについて（1 月 25 日～27 日） 

  日本全国の優秀な事案の発表があった。 

２ 福江小学校研究発表会について（1 月 29 日） 

３ 青少年健全育成協議会意見発表会について（1 月 31 日） 

４ 第４回長崎県都市教育長協議会について（2 月 1 日～2 日） 

  ２８年度の各市の取組の紹介があった。また、全国都市教育長協議会

で、いじめ事案等での認知件数が下がってきているという報告があり、

教員のスキルアップを図り、些細なことでも発見してその解消に努め

るべきだという話があった。 

５ 新上五島町・五島市合同校長研修会について（2 月 5 日） 

  １０年ぶりに参加しましたが、校長の数が以前より少ないことからも

学校数の減少を感じました。 

６ 五島市議会全員協議会について（2 月 9 日） 

  世界遺産登録推薦の取り下げについて市より説明があった。 

７ 五島市ＰＴＡ研究大会について（2 月 14 日） 

８ 久賀しま留学連絡協議会について（2 月 15 日） 

  ２８年度より久賀地区でしま留学を開始する児童生徒が３名に決定

した。 

９ 初任研・１０年経験者研修実施協議会について（2 月 17 日～18 日） 

 

 

 

○ 教育長が、議案の審議に入る旨述べる。 

 

議案第１号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

て 

 

教 育 長 
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議案第１号について、説明をお願いします。 

中村課長 

議案第１号について説明。 

教 育 長 

ただ今の説明について、質疑はありませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

特にないようですので、この件につきましては、承認することにいたし

ます。 

 

 

議案第２号 五島市立学校管理規則の一部改正について 

議案第３号 五島市立学校職員服務規程の一部改正について 

 

教 育 長 

議案第２号と議案第３号は関連がありますので、一括して説明をお願い

します。 

中村課長 

議案第２号、議案第３号について説明。 

川端課長 

補足説明。（指導教諭の配置は特別支援教育に特化している。県は５校

への配置を予定しているなど。） 

教 育 長 

ただ今の説明について、質疑はありませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

特にないようですので、この件につきましては、承認することにいたし

ます。 

 

 

議案第４号 夏季休業中の学校閉庁日の設定について 

 

教 育 長 

議案第４号について、説明をお願いします 

中村課長 

議案第４号について説明。 
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川端課長 

補足説明。（市も県に準じて設定する。教師の多忙感の解消のためなど。） 

教 育 長 

新しい取組になりますが、ただ今の説明について、質疑はありませんか。 

吉田委員 

資料を見ると、予定では平成３０年度だけが土日等も含めて５日の閉庁

日となっているが、平成２８、２９年度と同様に６日間の設定はできな

いものですか。 

川端課長 

平成３０年度は、曜日の関係で５日間ということになっています。県に

準じて設定しています。 

教 育 長 

これについては、以前の都市教育長協議会の中でも話がありました。期

日については各市で設定してくださいということでした。県の設定日に

おいては、県の教育センターでの研修授業などは一切しないということ

になっていますので、市もその期間で設定することが不都合がないだろ

うということで県に準じて設定しています。 

川端課長 

考え方として、学校閉庁日を設けるからそこで年休や夏季休暇を取得し

なさいということではありません。この期間で一斉に年休等を取得でき

るということで、全員が年休を取得するとおのずと学校閉庁日になると

いう考え方になります。なかにはその期間に取得を希望しない人もいる

かもしれませんが妨げるものではありません。 

吉田委員 

私の知る範囲では、実態として朝早くから、場合によっては家でも仕事

をする人もいると聞いています。学校閉庁日を設定して休暇を取りやす

い体制をつくることは良いことだと思います。 

川端課長 

学校の方には平成３０年度まで示したいと思っています。保護者等へは

４月になってからその年度ごとに周知を図ろうと思っています。 

中﨑委員 

先生によっては休暇を１回もとらなかったとかも聞きますので、学校閉

庁日を設定することは大変良いことだと思います。ただし、休暇日を選

択する権利を奪うというような一方の考え方もあると思いますので、組

合等とも適正にやっていく必要があるのではないかと思います。 

川端課長 

当然そういう配慮は必要だと思っています。これに関しては、県教委と

県教組、五島市教委と支部との連絡が終わっておりまして、支部として
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もお願いしたいということでしたので、この教育委員会を受けて校長会

でも説明していきたいと思います。くれぐれも強制的に取得するような

指導がないように校長へは注意喚起したいと思っています。 

平松委員 

原則、学校閉庁日には部活動も禁止するということですが、練習等に熱

心な親もいますので、１週間近く部活動が休みになることに対して賛成

する人と反対する人がでてくると思います。そういったことも踏まえて

原則、部活動は休みということになりますか。 

川端課長 

おっしゃるとおり懸念されるところだと思います。現在も週に１回以上

のノー部活動デーを設けようと推進しているのですが、なかなか徹底さ

れていないところもあります。これは県内、全国でも同様です。ただし、

学校閉庁日を設定する意味として、この期間は教師を家庭に帰すという

こと、また教師だけではなく子どもも休ませる、休むことで家庭で考え

る時間を設けたいと思っています。 

林田委員 

現状として保育園でも休暇はとりにくい状況ではあります。休養は必要

だと思いますので学校閉庁日の設定については賛成です。しっかり体や

心を休めていただいて、パワーアップして指導していただければと思い

ます。 

川端課長 

ありがとうございます。今回の学校閉庁日の設定は小・中学校を対象と

しています。市立幼稚園については、預かり保育等も行っている実績が

ありますので対象から外しています。他市町の状況については、各市ば

らばらの考え方のようですが、幼稚園については対象外としているとこ

ろが多いようです。 

中﨑委員 

学校閉庁日での部活動の実施について、説明の中では九州大会出場など

の関係により部活動を行うことは、やむ得ない場合に入るということで

学校へ指導すると思うのですが、やむを得ない場合というのは他にもで

てくると思いますので、やむを得ない場合ということを限定的に学校へ

周知していくことは避けた方が良いのではと思います。やむを得ない場

合は誰が判断することになりますか。 

川端課長 

判断するのは校長になると思います。判断に迷う時は相談機関としては

学校教育課になると思います。九州大会等の関係をやむを得ない場合の

例としてあげたのは、この期間に大会が設定されている部があるという

ことで説明しました。九州大会等で限定しているわけではなく、原則の
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例外としてどういう場合があげられるかということで例として説明した

次第です。 

教 育 長 

思い切った取り組みだと思いますが、効果の高い事案になれば良いと思

います。他に質問はございませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

特にないようですので、この件につきましては、承認することにいたし

ます。 

 

 

議案第５号 平成２７年度教育費歳入歳出補正予算（第５号）について 

 

教 育 長 

議案第５号について、説明をお願いします。 

中村課長 

議案第５号について説明。（教育費補正予算書により） 

教 育 長 

ただ今の説明について、質疑はありませんか。 

平松委員 

Ｐ２のへき地児童生徒援助費の補助金が減額されていますが、この事業

の具体的な内容は何ですか。 

江頭係長 

これは、二次離島地区から市内の高校に通学する生徒の保護者に対して

負担軽減のために補助をしています。当初、対象者を８人で見込んでい

ましたが実績は５人でしたので減額しております。 

教 育 長 

他はありませんか。ないようですので、この件については、承認いたし

ます。 

 

 

議案第６号 平成２８年度教育費歳入歳出当初予算について 

 

教 育 長 

議案第６号について、説明をお願いします。 

中村課長 

議案第６号について説明。（教育費当初予算書により。歳出については
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別冊「平成２８年度教育費当初予算」により、主要施策、新規事業等を

説明。 

教 育 長 

ただ今の説明について、何か質疑はありませんか。 

中﨑委員 

別冊Ｐ４の特別支援教育支援員配置事業で、配置人数と予算額で見ると

小・中学校と幼稚園で単価が違うようですが、同じ単価ではないという

ことでよろしいですか。 

江頭係長 

積算基礎では、単価は同じで雇用期間が違います。小・中学校は４１週

で、幼稚園は４４週で計算しています。 

中﨑委員 

別冊Ｐ１の就学援助費助成事業で、平成２８年度では準要保護や要保護

を何人で見積もっての予算額になりますか。また、全児童生徒に対する

割合としてはどれくらいになりますか。 

中村課長 

実績をみて要求していますが、準要保護人数は、小学校で３８０名、中

学校で２１４名を見込んでの計上となります。割合では、２２～２４％

になります。 

吉田委員 

別冊Ｐ１の奨学資金貸付事業の貸付予定者の高校、大学それぞれ新規分

と継続分の内訳を教えてください。 

中村課長 

高校生で新規が２０名、継続が１５名、大学生で新規が２３名、継続が

２８名ということで積算し当初予算に計上しています。 

吉田委員 

別冊Ｐ２のスクールバスで２台を購入するということですが、同じ型な

のか、何人乗りか教えてください。 

池本係長 

岐宿統合小学校の関係で購入することになりますが、２８人乗りを２台

購入する予定です。現在、他の地区で運行しているスクールバスが定員

と乗車人数に開きがありますので、配置換えをして有効活用しながら定

員と乗車人数のバランスがとれるように考えています。 

吉田委員 

別冊Ｐ３のしま留学生受入事業で、以前見込んでいた予算額より約５０

万円程度減額になっているようですが要因は何ですか。 

都々木補佐 

大きくは視察旅費とポスターの印刷代になります。 
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吉田委員 

前回お聞きした時には４名になるということでしたが、３名で確定した

ということで少し残念ですが、現在も見学とか問い合わせはあっていま

すか。 

都々木補佐 

現在は見学、問い合わせはあっておりません。４名から３名に減ったこ

とについては、申し込みはしていましたが見学に来る前に辞退されまし

た。 

中﨑委員 

確定者３名が何年生でどこから来るのか教えてください。 

都々木補佐 

新小学３年生の女子が１名、埼玉県から。新小学３年生の男子が１名、

長崎市から。新中学１年生の男子が１名、福岡県からになります。 

吉田委員 

別冊Ｐ９の小中学校焼却炉撤去事業で、小学校１２基、中学校９基の解

体のための設計費用等が計上されていますが、この基数で市内全ての

小・中学校の焼却炉が撤去されるという考え方で良いですか。 

田脇係長 

あわせて２１基を撤去すれば全て終了するということになります。 

教 育 長 

その他はありませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

特にないようですので、この件につきましては、承認することにいたし

ます。 

本日の追加議案であります議案第７号については各課報告後に休憩をは

さんで行いと思います。 

 

 

○ 「その他」として次の報告・質疑がなされた。 

 

 中村課長 

①第二期五島市教育振興基本計画について 

  郵送しているとおり、事務局において計画案を策定しました。現在、市ホ

ームページでパブリックコメント及び関係各課等に意見募集をしています。

期限は２月１９日～３月３日としています。本日は計画案の概要版を配布し

ていますので計画案と一緒に確認をお願いします。３月中旬開催予定の臨時
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会で議案として提出することにしています。 

②五島市の教育（施策の概要）の作成について 

毎年度作成し配布していますが、第二期五島市教育振興基本計画との関係で

今年度は作成が遅れることになります。 

 

教 育 長 

第二期五島市教育振興基本計画案については、既に郵送されていると思

います。詳細については、次回の教育委員会で審議していただくことに

なりますが、本日確認しておきたいことはございませんか。 

中﨑委員 

以前、市が策定した五島市まち・ひと・しごと総合戦略をいただきまし

たが、その計画は３１年度までの計画となっていました。指標の目標年

度も３１年度となっていましたが、第二期五島市教育振興基本計画は２

８年度から３２年度が計画期間で、指標の目標年度も３２年度となって

いるようです。五島市まち・ひと・しごと総合戦略と第二期五島市教育

振興基本計画では指標が同じようなものがあるようですが、目標年度が

違うのに同じ目標値になっているようなところがあったように思います。

１年違うので目標値は変えた方が良いと思うのですがどうでしょうか。 

教 育 長 

３１年度の目標値と３２年度の目標値が一緒であるということで、１年

違うのでその分成長する数値になるのではということのようです。次回

までに検討して説明をお願いします。 

 

 

 大窄課長 

①青少年健全育成意見発表会について（1 月 31 日） 

来場者 約 250 人 

子どもたちの発表を聞いていて体験活動の大切さを改めて実感した素晴ら

しい発表会でした。また、進行をボランティアの高校生と中学生２人が行った

ことも意義あるものでした。 

②こころの劇場 劇団四季ミュージカル「むかしむかしゾウがきた」について

（2 月 1 日） 

 対象：小学校高学年  参加者：978 人（児童 882 人、先生 96 人） 

③五島市ＰＴＡ研究大会について（2 月 14 日） 

 大会主題「育もうＰＴＡの絆、語り合おう子どもの未来」 

 参加者数：約 735 人  内容：講演、研究発表、アトラクション 

④青少年問題協議会について（2 月 24 日） 

青少年問題に関わる事業及び実績報告。生涯学習課、社会福祉課、五島警察署
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と質疑等を行い、関係行政機関等の相互の連絡調整を図った。 

⑤五島市公民館連絡協議会について（2 月 24 日） 

⑥第２回社会教育委員会について（2 月 25 日） 

⑦五島市放課後子ども教室・土曜学習運営委員会について（2 月 25 日） 

⑧四館合同講座発表会について（3 月 6 日） 

 

 

 川端課長 

①英語暗唱コンクールについて 

  県内２１市町の代表者が集まる大会で、奈留中学校の生徒が審査員特別賞

という上位の成績をおさめました。奈留中学校では全生徒を対象にそういっ

た取り組みを行っています。これが市内全体に広がることを期待しています。 

②市内児童生徒の作品展について 

 

 

中村課長 

３月市議会について 

 ３月２日から開会予定です。詳細は次回教育委員会等で報告します。 

 

 

伊賀園長 

富江幼稚園閉園式について 

３月１３日に富江幼稚園の閉園式があります。参加された人が思い出に残る

ような会となるよう準備を進めています。 

 

 

教 育 長 

それではここで、１月の定例会で配布しておりました「教育委員会各課

具体的施策の概要と課題（平成２７年１２月現在）」について、何か質

問等がありましたら受けたいと思います。 

林田委員 

生涯学習課関係で、Ｐ１３の放課後子ども教室とＰ１０の子ども会交流

スポーツ大会事業の現状及び進捗状況は記載がないようですが説明をお

願いします。Ｐ１５の婦人会の活動支援について、婦人会自体の活動方

針が明確でなく婦人会組織自体の存在意義が薄れつつあるとあり、補助

金を交付していますが、現状に対しての今後の課題や取り組みはどのよ

うにお考えですか。Ｐ２５の環境浄化活動について、立入り調査を実施

されてどのような状況だったのかということ、また有害図書等の回収が
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前年度よりは減少しているようですが４１３点あったということで、そ

の状況説明をお願いします。 

尾﨑係長 

Ｐ１０とＰ１３は記載漏れです。子ども会交流スポーツ大会は今年度は

８月に開催し、ペタンク、フットベースボール、ソフトバレーボールを

実施しています。放課後子ども教室については、玉之浦地区が１ヶ所開

催しておりますが、上段の土曜学習の方にまとめて記載しています。１

０ヶ所が土曜学習で、１ヶ所が放課後子ども教室ということになります。

婦人会の活動支援については、残っている婦人会は福江地区のみになり

ますが、持続していただきたいと考えています。消防の場でも活躍して

いる状況があります。立入り調査については、本屋やゲームセンター、

携帯電話販売店等に行っています。本屋においては、一般書と成人向け

を区別しシールを貼っているか。ビデオ店では、成人向けは仕切って子

どもたちが入れないようにしているか。など聞き取り調査等も行ってい

ます。有害図書等では、最近はＤＶＤの回収が多くなっている状況です。 

教 育 長 

記入漏れ等については、次回のまとめもありますので訂正をお願いしま

す。また、立入り調査の結果の状況や指導状況等についても、この調書

に記載し、次年度等で対応ができるようにまとめておいてください。 

その他はございませんか。 

それではこの後、関係者による追加議案の審議が残っておりますので、

いったん休憩を取りたいと思います。 

（午後 3 時 13 分） 

 

 

（【学校教育課】：川端課長、都々木補佐、【総務課】：中村課長、池本係長を除

いて退室） 

 

 

教 育 長 

それでは、再開いたします。（午後 3 時 20 分） 

 

議案第７号 県費負担教職員の人事異動内申について 

 

教 育 長 

議案第７号について、説明をお願いします。 

川端課長 

議案第７号について説明。 
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教 育 長 

ただ今の説明について、何か質疑ございませんか。いったん時間をとっ

て中身を見ていただくこととします。（時間をとって） 

何か質疑はございませんか。 

全 委 員 

ありません。 

教 育 長 

ないようですので、この件は承認することにします。 

以上で本日の審議は終了しました。これをもちまして本日の２月定例教

育委員会を閉会いたします。 

（午後 3 時 44 分） 

 


